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成
二
十
年
二
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

一

二

〇

号

社
会
保
険
庁
に
お
け
る
ね
ん
き
ん
特
別
便
に
つ
い
て
の
電
話
相
談
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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社
会
保
険
庁
に
お
け
る
ね
ん
き
ん
特
別
便
に
つ
い
て
の
電
話
相
談
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

い
わ
ゆ
る
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
の
確
認
を
求
め
る
た
め
、
昨
年
十
二
月
に
社
会
保
険
庁
が
発
送
を
開
始
し
た
「
ね
ん
き

ん
特
別
便
」
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
に
対
応
す
る
た
め
、
現
在
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
二
〇
〇
八
年
二
月

二
十
七
日
ま
で
、
一
日
あ
た
り
ど
れ
だ
け
の
電
話
相
談
が
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
に
ど
れ
だ
け
の
予
算
が
計
上
さ
れ
た
か
。
ま
た
、
そ
の
予
算
項
目
は
何
か
。

三

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
の
電
話
対
応
の
業
務
に
は
、
社
会
保
険
庁
の
職
員
で
は
な
く
、
人
材
派
遣
会
社
が

派
遣
す
る
ア
ル
バ
イ
ト
の
人
間
（
以
下
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
と
い
う
。
）
が
従
事
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め

る
。

四

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
の
電
話
対
応
の
業
務
を
請
け
負
う
人
材
派
遣
会
社
は
ど
こ
か
。

五

四
の
人
材
派
遣
会
社
は
ど
の
様
に
選
定
さ
れ
た
か
。
一
般
競
争
入
札
ま
た
は
随
意
契
約
の
ど
ち
ら
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
の

か
。

六

二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
七
日
付
の
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
七
面
に
、
「
バ
イ
ト
百
五
十
人

時
給
五
千
五
百
円
！

な
の
に
『
年

一



金
電
話
相
談
』
機
能
せ
ず
」
と
の
見
出
し
で
、
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
の
現
場
の
様
子
を
報
じ
て
い
る
記
事

（
以
下
、
「
記
事
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
。
「
記
事
」
に
よ
る
と
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
へ
の
研
修
（
以
下
、
「
研
修
」
と
い

う
。
）
は
わ
ず
か
五
日
の
間
に
講
師
は
社
保
庁
職
員
で
は
な
く
人
材
派
遣
会
社
の
社
員
一
人
が
務
め
る
の
み
で
、
実
際
に
業

務
が
始
ま
っ
て
も
社
保
庁
職
員
が
そ
の
場
に
い
る
訳
で
も
な
く
、
仕
事
を
さ
ぼ
る
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
も
多
い
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
右
の
「
記
事
」
の
内
容
は
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
。

七

「
研
修
」
で
は
ど
の
様
な
こ
と
が
教
え
ら
れ
る
か
。

八

「
研
修
」
で
教
え
る
内
容
は
社
会
保
険
庁
に
て
作
成
さ
れ
た
か
。
ま
た
は
、
四
の
人
材
派
遣
会
社
に
て
作
成
さ
れ
た
の

か
。

九

「
記
事
」
に
あ
る
様
に
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
一
人
に
つ
き
五
千
五
百
円
と
い
う
高
額
の
時
給
が
支
払
わ
れ
る
が
、
実
際
は

そ
の
内
の
多
く
を
人
材
派
遣
会
社
が
抜
き
取
り
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
本
人
に
支
払
わ
れ
る
時
給
は
千
円
程
度
と
い
う
の
は
事

実
か
。

十

九
が
事
実
な
ら
ば
、
な
ぜ
人
材
派
遣
会
社
に
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
一
人
に
つ
き
そ
こ
ま
で
多
額
の
金
額
が
支
払
わ
れ
る
の

か
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

二



十
一

「
記
事
」
に
あ
る
様
に
、
「
研
修
」
の
講
師
を
社
保
庁
職
員
で
は
な
く
人
材
派
遣
会
社
の
社
員
が
務
め
た
と
い
う
の
は

事
実
か
。

十
二

十
一
が
事
実
な
ら
、
社
保
庁
職
員
が
「
研
修
」
の
講
師
を
務
め
な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
三

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
の
業
務
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
七
日
ま
で
、
業
務
の
現
場

に
社
保
庁
職
員
が
い
た
日
に
ち
は
何
日
あ
る
か
。
ま
た
、
社
保
庁
職
員
は
そ
の
日
に
何
時
間
業
務
の
現
場
に
い
た
の
か
、
そ

れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
四

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
の
業
務
の
現
場
に
社
保
庁
職
員
が
常
駐
し
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
五

「
記
事
」
に
よ
る
と
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
難
し
い
相
談
に
す
ぐ
に
返
答
で
き
な
い
場
合
に
い
っ
た
ん
電
話
を
切
り
、

そ
の
際
に
別
の
電
話
が
入
ら
な
い
様
に
着
信
拒
否
の
設
定
を
し
て
業
務
を
さ
ぼ
る
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
も
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
右
は
事
実
か
。

十
六

十
五
が
事
実
な
ら
ば
、
そ
れ
は
社
保
庁
職
員
が
業
務
の
現
場
に
常
駐
し
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
で
は
な
い
の
か
。

十
七

「
記
事
」
に
よ
る
と
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
は
「
研
修
」
を
受
け
て
い
る
段
階
か
ら
他
人
の
個
人
情
報
に
パ
ソ
コ
ン
で
ア

ク
セ
ス
出
来
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
は
事
実
か
。

三



十
八

十
七
が
事
実
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
適
切
か
。
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
に
よ
り
個
人
情
報
が
不
正
に

使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
か
。

十
九

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
の
業
務
の
現
場
の
実
態
は
、
二
の
予
算
に
見
合
う
だ
け
の
効
果
を
あ
げ
、
政
府

が
目
指
し
て
い
る
宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
問
題
の
解
決
に
真
に
資
す
る
も
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


